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妊
婦
歯
科
健
康
診
査

○
対
象　

妊
娠　

週
〜　

週
の
初

１６

２７

妊
婦

※　

週
を
超
え
た
方
は
健
康
課
に

２７
直
接
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月
５
日
（
火
）
午
後

１
時
〜
２
時　

分
受
付
（
所
要
時

１０

間
約
１
時
間
）

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
、
歯
科
健
康
診
査
・
歯
科
相

談
、
正
し
い
歯
の
み
が
き
方

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

４０

○
申
し
込
み　

電
話
で
町
田
市
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。

□問
 

健
康
課
11

７
２
５
・
５

４
１
４

糖
尿
病
予
防
教
室

　

糖
尿
病
は
放
置
す
る
と
失
明
や

腎
不
全
・ 
壊  
疽 
な
ど
怖
い
合
併
症

え 

そ

を
起
こ
す
危
険
が
あ
り
ま
す
。
食

事
や
生
活
に
気
を
つ
け
十
分
な
自

己
管
理
を
す
る
こ
と
で
予
防
が
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
受
講

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
対
象　

基
本
健
康
診
査
等
で

「
糖
尿
病
」
「
血
糖
値
が
高
い
」

等
の
指
摘
を
受
け
こ
と
の
あ
る
町

田
市
民

○
日
時　

１
月　

日
（
火
）
午
前

２９

９
時　

分
〜
正
午
（
９
時　

分
か

５０

３０

ら
受
付
）

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容
・
講
師　

糖
尿
病
と
は
ど

ん
な
病
気
か
＝
保
健
師
、
試
食
、

食
事
療
法
の
基
本
と
食
品
交
換
表

に
つ
い
て
＝
栄
養
士

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課

（
11
７
２
５
・
５
１
７
８
）
へ
。

骨
粗
し
ょ
う
症

予

防

事

業

　

骨
粗
し
ょ
う
症
と
言
わ
れ
る
前

に
自
分
の
骨
量
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

せ
ん
か
。

○
対
象　

町
田
市
民
で
、
今
年
度

（
平
成　

年
４
月
１
日
〜
平
成　

１９

２０

年
３
月　

日
）
の
誕
生
日
で　

歳

３１

４０

・　

歳
・　

歳
・　

歳
・　

歳
・

４５

５０

５５

６０

　

歳
及
び　

歳
と
な
る
女
性

６５

７０

○
期
日　

２
月　

日
（
木
）

１４

※
時
間
は
追
っ
て
通
知
し
ま
す
。

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

保
健
師
・
栄
養
士
の

話
、
骨
量
測
定
、
個
別
相
談

○
費
用　

６
０
０
円

【
非
負
担
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○老
 

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
、
高
齢
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
、
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
の

方○
定
員　

１
４
０
人
（
抽
選
）

○
申
し
込
み　

ハ
ガ
キ
（
１
人
１

枚
）
に
「
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
事

業
申
し
込
み
」
と
書
き
、
住
所
・

氏
名
（
ふ
り
が
な
）
・
年
齢
・
生

年
月
日
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、

１
月　

日
ま
で
（
消
印
有
効
）
に

１８

健
康
課
（
〒　

－

０
０
１
３
、
原

１９４

町
田
５－

８－

　

、
健
康
福
祉
会

２１

館
内
、
11
７
２
５
・
５
１
７
８
）

へ
。

市
民
公
開
講
座

【
日
本
眼
科
手
術
学
会
総
会
「
日

本
の
医
療
制
度
を
考
え
る
」
】

○
日
時　

２
月
３
日
（
日
）
午
後

１
時
〜
２
時　

分
（
午
後
０
時　

３０

３０

分
開
場
）

○
会
場　

パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜

○
テ
ー
マ　

「
医
師
不
足
」
と

「
混
合
診
療
」

○
講
師　

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
・
櫻
井
よ
し
こ
氏

○
パ
ネ
リ
ス
ト　

学
校
法
人
国
際

医
療
福
祉
大
学
理
事
長
・
高
木
邦

格
氏
、
全
国
医
学
部
長
病
院
長
会

議
顧
問
・
吉
村
博
邦
氏

○
司
会　

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

・
勝
恵
子
氏

○
定
員　

５
０
０
組
１
０
０
０

人
（
抽
選
）

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
、

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電

話
番
号
、
同
伴
者
（
１
人
ま
で
）

の
氏
名
・
年
齢
を
明
記
し
、
１
月

　

日
ま
で
（
消
印
有
効
）
に
株
式

１８会
社
コ
ン
グ
レ
内
「
眼
科
手
術
市

民
公
開
講
座
」
係
（
〒　

－

８
４

１０２

８
１
、
千
代
田
区
麹
町
５－

１
、

弘
済
会
館
ビ
ル
）
へ
。

○
主
催　

日
本
眼
科
手
術
学
会

○
後
援　

横
浜
市
健
康
福
祉
局

※
詳
細
に
つ
い
て
は
第　

回
日
本

３１

眼
科
手
術
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
:/
/
w
w
w
.jso
s３１
.jp

）

を
ご
覧
下
さ
い
。

※
運
営
事
務
局　

株
式
会
社
コ
ン

グ
レ
11　

・
５
２
１
６
・
５
３
１

０３

８□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
７
１

◎
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
（
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
）
を
ご
利
用
下

さ
い

〇
国
税
の
申
告
や
納
税
、
法
定
調

書
等
の
提
出
が
、
税
務
署
に
出
か

け
な
く
て
も
、
自
宅
で
で
き
る
便

利
な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確
定

１９

申
告
を
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
で
行
う
と
、

次
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

①
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
作
成
し
た
申
告
書
（
贈
与

税
は
除
く
）
を
直
接
送
信
（
提

出
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
期
間
内
（
注
）
に
、
本
人
の
電

子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
を
添
付

し
て
申
告
す
る
と
、
最
高
で
５
０

０
０
円
の
税
額
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
平
成　

年
分
ま

１９

た
は
平
成　

年
分
の
い
ず
れ
か
１

２０

回
）
。

（
注
）
平
成　

年
分
は
平
成　

年

１９

２０

３
月　

日
ま
で
、
平
成　

年
分
は

１７

２０

平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と
な
り

２１

１６

ま
す
。

③
源
泉
徴
収
票
や
医
療
費
の
領
収

書
な
ど
の
添
付
書
類
が
省
略
で
き

ま
す
（
確
定
申
告
期
限
か
ら
３
年

間
、
添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提

示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
）
。

④
還
付
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
は
、

通
常
６
週
間
か
ら
３
週
間
程
度
へ

短
縮
さ
れ
ま
す
。

○
ご
利
用
手
続

①
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
電
子

証
明
書
を
市
役
所
市
民
課
で
取
得

し
ま
す
。

②
開
始
届
出
書
を
税
務
署
へ
提
出

し
ま
す
（
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
提
出

も
で
き
ま
す
）
。

③
利
用
者
識
別
番
号
等
を
取
得
し

ま
す
。

④
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
ま
す
。

⑤
初
期
登
録
を
行
い
ま
す
。

⑥
電
子
申
告
・
納
税
を
行
い
ま

す
。

⑦
受
付
結
果
を
確
認
し
ま
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
://w
w
w
.n
ta.g
o.jp

）へ
。

◎
法
定
調
書
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
（
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

で
提
出
で
き
ま
す

　

平
成　

年
分
給
与
所
得
の
源
泉

１９

徴
収
票
等
の
法
定
調
書
（
法
定
調

書
合
計
表
）
の
提
出
期
限
は
、
平

成　

年
１
月　

日
（
木
）
で
す
。

２０

３１

◎
所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与

税
の
申
告
書
の
作
成
・
提
出
会
場

は
「
ぽ
っ
ぽ
町
田
」
で
す

　

所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与

税
の
申
告
に
関
し
て
、
相
談
が
必

要
な
方
は
「
ぽ
っ
ぽ
町
田
」
を
ご

利
用
下
さ
い
。

○
設
置
期
間　

平
成　

年
２
月
１

２０

日
（
金
）
〜
３
月　

日
（
月
）
の

１７

月
〜
金
曜
日
、
２
月　

日
（
日
）

２４

及
び
３
月
２
日
（
日
）

※
上
記
以
外
の
土
曜
日
、
日
曜
日

及
び
祝
日
は
、
行
っ
て
い
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

○
開
設
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後

５
時

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め
に
締

め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
所
在
地　

原
町
田
４－

　

－

　
１０

２０

※
駐
車
場
は
有
料
で
す
。

※
「
ぽ
っ
ぽ
町
田
」
で
の
会
場
設

置
期
間
中
、
町
田
税
務
署
の
庁
舎

内
に
は
、
申
告
書
の
作
成
会
場
は

設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

平
成　

年
か
ら
始
ま
っ
た
税
源

１９

移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
が
減
額
と

な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
平
成　

年
か
ら
平
成　

年
末

１１

１８

ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方

で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
額
が
あ
る
方
や
、
以
前
か

ら
所
得
税
で
控
除
し
き
れ
な
い
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
額
は
あ
っ
た
が
、

税
源
移
譲
に
よ
り
そ
の
額
が
増
え

た
方
は
、
申
告
に
よ
り
翌
年
度
の

市
･
都
民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控

除
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
以
降
に
入

１９

居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
を
受
け
て
い
る
方
は
、
こ
の
控

除
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
下
さ
い
。

　

平
成　

年
度
の
市
・
都
民
税
か

２０

ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は
、
３
月　

日
ま
で

１７

に
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
制
度
は
平
成　

年
度
か

２０

ら
平
成　

年
度
ま
で
の
各
年
度
の

２８

市
・
都
民
税
に
お
い
て
適
用
さ
れ

ま
す
が
、
適
用
を
受
け
る
方
は
、

毎
年
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
申
告
書
提
出
先

（
１
）
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ

れ
な
い
方

　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
お
住

２０

ま
い
の
市
区
町
村
へ
、
平
成　

年
１９

分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
原

本
）
を
添
付
し
て
「
市
町
村
民
税

・
道
府
県
民
税　

住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
給
与
収

入
の
み
を
有
し
て
お
り
確
定
申
告

書
を
提
出
し
な
い
納
税
者
用
）
」

を
提
出
し
て
下
さ
い
。
な
お
、
郵

送
で
の
申
告
も
可
能
で
す
が
、
平

成　

年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

１９
票
（
原
本
）
を
必
ず
同
封
し
て
下

さ
い
。
ま
た
、
申
告
の
控
え
が
必

要
な
方
は
、　

円
切
手
を
張
っ
た

８０

返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
下
さ

い
。

※
申
告
に
あ
た
り
、
住
宅
借
入
金

等
の
年
末
残
高
合
計
額
（
年
末
に

お
け
る
ロ
ー
ン
残
高
）
の
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
（
年
末
調
整
時

に
関
係
書
類
を
勤
務
先
に
提
出
済

み
の
た
め
、
お
手
元
に
お
持
ち
で

な
い
場
合
は
、
勤
務
先
担
当
部
署

に
ご
確
認
下
さ
い
）
。

※
給
与
所
得
者
の
方
で
、
市
・
都

民
税
に
お
い
て
税
額
控
除
の
対
象

者
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う

か
は
、
源
泉
徴
収
票
か
ら
確
認
で

き
ま
す
。
源
泉
徴
収
票
の
見
方
に

つ
い
て
は
、
本
紙
１
月　

日
号
で

２１

追
っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
２
）
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ

れ
る
方

　

税
務
署
に
、
作
成
済
み
の
「
市

町
村
民
税
･
道
府
県
民
税　

住
宅

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書

（
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
納
税

者
用
）
」
を
確
定
申
告
書
提
出
時

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
申
告
会
場

　

町
田
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民

フ
ロ
ア
ー

※
２
月
８
日
（
金
）
の
み
町
田
市

役
所
本
庁
舎
地
下
特
別
会
議
室

（
小
）
が
会
場
に
な
り
ま
す
。

○
会
場
設
置
期
間　

２
月
１
日

（
金
）
〜
３
月　

日
（
月
）
の
月

１７

町
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

町
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

□問
 

７
２
８
・
７
２
１
１
（
代
表
）

申
告
に
よ
り
、
市
・
都
民
税
が

減
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

対
象
と
な
る
方
は
申
告
を
お
忘
れ
な
く
！

〜
金
曜
日
、
２
月　

日
（
日
）
及

２４

び
３
月
２
日
（
日
）

※
上
記
以
外
の
土
曜
日
、
日
曜
日

及
び
祝
日
は
、
行
っ
て
い
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

○
受
付
時
間　

午
前
９
時
〜　

時
１１

　

分
（
午
前
中
の
受
付
が
混
雑
し

３０た
場
合
、
午
後
ま
で
お
待
ち
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
）
、
午
後

１
時
〜
４
時

○
申
告
期
限　

３
月　

日
（
月
）

１７

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
申

告
会
場
に
お
い
で
の
際
は
、
印
鑑

と
、
給
与
所
得
の
み
の
方
は
平
成

　

年
分
給
与
所
得
者
の
源
泉
徴
収

１９票
（
原
本
）
を
、
所
得
税
の
確
定

申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
作
成
済
み

の
確
定
申
告
書
を
お
持
ち
下
さ

い
。

○
申
告
書
配
布
開
始
日
・
配
布
場

所
　

１
月　

日
（
火
）
か
ら
市
役
所

１５

市
民
税
課
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・

鶴
川
・
忠
生
・
堺
・
小
山
の
各
市

民
セ
ン
タ
ー
、
市
民
課
駅
前
連
絡

所
、
木
曽
山
崎
及
び
玉
川
学
園
文

化
の
各
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
ま

す
。
ま
た
、
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
納
税
者
用
の
申
告
書
は
、
町

田
税
務
署
・
ぽ
っ
ぽ
町
田
（
確
定

申
告
作
成
･
提
出
会
場
、
２
月
１

日
（
金
）
か
ら
）
で
も
配
布
し
ま

す
。

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
は
、
１
月　

日
（
火
）
以

１５

降
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
下
さ
い

（
暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
↓
税
↓
申
請

書
等
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
↓
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
）

□問
 

市
民
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１

４
、
２
１
１
７
、
町
田
市
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
11
７
２
４
・
５
６
５
６

所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ
た

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
あ
る
方

申
告
に
よ
り
翌
年
度
の
市
・

都
民
税
か
ら
控
除
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す


